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五

規

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
三
十
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

職
業
能
力
開
発
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　
職
業
能
力
開
発
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
業
能
力
開
発
校
の
授
業
料
及
び
入
学
金
の
減
免
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
七
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
表
六
の
項
中
「
又
は
」
を
「
、」
に
改
め
、「
三
分
の
一
の
額
に
減
免
期
間
の
期
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
全

額
」
の
下
に
「
又
は
年
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
四
分
の
一
の
額
に
減
免
期
間
の
期
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
全

額
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
）
又
は
」
を
「
）、」
に
改
め
、「
三

分
の
一
の
額
（
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）」
の
下
に
「
又
は
入
学
金
の

四
分
の
一
の
額
（
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）」
を
加
え
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四�　

学
生
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
令
第
六
号
）
第
十

条
第
二
項
第
三
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
多
子
世
帯
に
お
け
る
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
学
生
に
限
る
。）
及

び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
の
前
年
度
に
納
付
す
べ
き
市
町
村

民
税
の
所
得
割
額
の
合
計
額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
十
五
万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
場
合　

入
学
金
の
四
分
の

一
の
額
（
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
薬
務
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
三
」
を
「
第
十
二
条
の
六
」

に
、「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
表
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二

号
イ
中
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」

を
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
に
、「
第
十
二
条
の
三
、
第
十
二
条
の
四
」
を
「
第
十
二
条
の
六
、
第
十
二
条
の
七
」

に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
十
五
号
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条

の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
二
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四五

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌
ｐ
ｅ
ｔ
ｉ
ｔ　

Ｒ
ｏ
ｓ
ｅ　
ｖ
ｏ
ｌ
．
７
２

　

０
８
８
７
８－

０
２

ｍ
ｉ
ｎ
ｉ　

Ｓ
Ｕ
Ｇ
Ａ
Ｒ　

３
月
号

　

１
８
４
２
５－

０
３

恋
愛
Ｍ
Ａ
Ｘ　

２
０
２
５　

２
月
号

　

１
２
０
８
０－

２

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ　

Ｖ
ｏ
ｌ
．
４
２

　

６
８
５
４
０－

５
７

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
ド
キ
ュ
メ
ン
ト　

Ｖ
ｏ

ｌ
．
１
２

��

６
８
５
４
０－

４
１

株
式
会
社
秋
水
社

株
式
会
社
秋
水
社

株
式
会
社
秋
田
書
店

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
大
洋
図
書

六七八九

雑

誌

書

籍

雑

誌

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

２
月
号

　

０
４
８
７
７－

２

特
ダ
ネ
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
！　

５
４　

２
０
２
５
年
新
年
発

進
号

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
９
２
１
２－

７
６
３－

２実
録
Ｊ
Ｏ
Ｋ
Ｅ
Ｒ　

３
月
号

　

０
８
０
１
９－

０
３

週
刊
実
話
ザ
・
タ
ブ
ー　

週
刊
実
話
増
刊
３
月
７
日
号

　

２
０
３
２
７－

３
／
７

株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
イ
ン
テ
ル
フ
ィ

ン株
式
会
社
ダ
イ
ア
プ
レ
ス

株
式
会
社
日
本
ジ
ャ
ー
ナ

ル
出
版

二　

指
定
理
由

　

�　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
四
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
五
か
ら
九
の
図
書
類
に

あ
っ
て
は
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
か
つ
著
し
く
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害

す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
三
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

大
崎
市
民
病
院
鹿
島
台

分
院

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
東
要
害

二
十
番
地

令
和
七
年
二
月
十
四
日

令
和
十
年
二
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
四
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

名
鰭

区
画
整
理
事
業

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
本
沢
明
通
一
九
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
六
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
承
認
し
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

承
認
年
月
日

　
　

令
和
七
年
二
月
四
日

二　

承
認
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　

�　

宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
二
四
番
、
二
五
番
、
雲
雀
野
町
二
丁
目
二
〇
番
、
二
一
番
及
び
二
三
番
の
地
先
公
有

水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　

�　

次
の
各
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑤
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ぶ

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
、
⑥
の
地
点
か
ら
⑨
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑨
の

地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

①
の
地
点�　

仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
三
八
六
秒
、
東
経
一

四
一
度
一
八
分
四
五
・
五
六
〇
秒
）
か
ら
二
七
一
度
五
三
分
〇
九
秒　

二
、
六
六
二
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
八
三
度
三
〇
分
〇
六
秒　

二
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
一
七
三
度
三
〇
分
一
二
秒　

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
三
〇
分
二
六
秒　

六
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
二
六
分
三
二
秒　

〇
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑥
の
地
点�　

仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
三
八
六
秒
、
東
経
一

四
一
度
一
八
分
四
五
・
五
六
〇
秒
）
か
ら
二
七
二
度
三
一
分
四
一
秒　

二
、
三
八
四
・
四
七
メ
ー

ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
二
七
分
三
三
秒　

八
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
三
〇
分
一
七
秒　

〇
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
三
〇
分
〇
七
秒　

二
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面
積

　
　
　
　

三
、
八
八
五
・
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

㈠　

位
置

　
　
　

�　

宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
二
四
番
、
二
五
番
、
雲
雀
野
町
二
丁
目
一
八
番
、
一
九
番
、
二
〇
番
、
二
一
番
及
び

二
三
番
の
地
内
並
び
に
潮
見
町
二
四
番
、
二
五
番
、
雲
雀
野
町
二
丁
目
一
八
番
、
一
九
番
、
二
〇
番
、
二
一
番
、

二
三
番
の
地
先
公
有
水
面

　
　

㈡　

区
域

　
　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
㋐
の
地
点
と
㋓
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　
　

㋐
の
地
点�　

仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
三
八
六
秒
、
東
経
一

四
一
度
一
八
分
四
五
・
五
六
〇
秒
）
か
ら
二
七
五
度
四
〇
分
一
七
秒　

二
、
三
一
五
・
五
九
メ
ー

ト
ル
の
地
点
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㋑
の
地
点　

㋐
の
地
点
か
ら
一
七
三
度
三
〇
分
〇
六
秒　

三
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋒
の
地
点　

㋑
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
三
〇
分
〇
七
秒　

五
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

㋓
の
地
点　

㋒
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
三
〇
分
〇
六
秒　

三
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

㈢　

面
積

　
　
　
　

一
九
二
、
三
九
九
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

名
取
市　

増
田
、
飯
野
坂
の
各
一
部

　
　
　

名
取
市　

高
舘
吉
田
、
手
倉
田
、
愛
島
塩
手
の
各
一
部

　
　
　

岩
沼
市　

押
分
、
里
の
杜
三
丁
目
の
各
一
部

　
　
　

富
谷
市　

西
成
田
、
穀
田
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
名
取
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）、
岩
沼
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画

課
）、
富
谷
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

岩
沼
海
浜
緑
地

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

株
式
会
社
東
北
ダ
イ
ケ
ン

　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
六
番
一
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　

�　

宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
、
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
補
助
競
技
場
、
投
て
き
場
、
総
合
体
育
館
、
総

合
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
公
園
施
設
並
び
に
宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
以
外
の

施
設
）

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

株
式
会
社
東
北
ダ
イ
ケ
ン

　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
六
番
一
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称
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加
瀬
沼
公
園

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

株
式
会
社
東
北
ダ
イ
ケ
ン

　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
六
番
一
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
二
月
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

改
良
県
営
住
宅
、
地
区
施
設
及
び
改
良
住
宅
駐
車
場
並
び
に
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
駐
車
場

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
一
番
二
十
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で


